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２０１９年度液化石油ガス販売事業者等保安指導方針 

 



5 

 

 



6 

 

平成３０年度実施事業の概要 

①平成３０年度実施事業の概要について 

１ 保安関係 

 ・保安講習会の実施（５回） 

 ・充塡所等防災訓練（県下７地域）等の実施 

 ・ＬＰガス安全応援推進運動“すべてはお客様の安心のために”の推進 

  （パンフレット「共同住宅の管理者様へ」の作製配布） 

 ・災害時における応急生活物資の供給取扱規程の全部改正 

・災害時における応急生活物資の供給取扱規程の一部改正 

 

２ 需要開発関係 

   ・ＬＰガスってぶちええね！キャンペーン（ＬＰガス機器販促等及びクイズによるＰＲ）

の実施（Ｐ２２～２３参照） 

・テレビ等を利用した広報（ＬＰガスのイメージアップ、保安に関する周知等、お 

   客様相談所のＰＲ） 

   ・協会ニュースの発行 

  ・ＨＰの更新 

   ・ＬＰガス機器需要開発セミナー(平成３０年８月２３日) 

  ・家庭用エネルギー転換調査の実施（Ｐ２４～２６参照） 

 

 ３ 自動車部会関係 

   ・オートガススタンド保安確保運動の実施等 

  ・ＬＰＧ自動車に関するＰＲ 

 

４ 青年部会関係 

 ・使用期限切れガスメーター回収事業の実施（25,334台（前年度比 650台の増） 

 ・回収収益金を活用した寄贈事業及び火育事業の実施 

（寄贈事業） 

柳井支部 柳井市へコンロ９台寄贈 

田布施町へ炊きだしセット１式寄贈 

下松支部 下松市へ炊きだしセット１式寄贈 

防府徳地支部 防府市へ非常用発電機・投光器２セット寄贈 

宇部小野田支部 宇部市へコンロ１７台寄贈 

   （火育事業） 
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    ア 火育教室 

柳井支部 柳井南小学校（柳井市） 

防府徳地支部 富海小学校及び西浦小学校の２校（防府市） 

宇部小野田支部 神原小学校（宇部市） 

イ 祭での火おこし体験 

山口支部 宮野まつり（山口市） 

長門支部 ながとふるさとまつり（長門市） 

・第２回火育マイスター（火育指導者）育成講習会の開催 

（日 時）9月 14 日（金）13:00～16:50 

（会 場）ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ山口（山口市） 

（受講者）会員 41名 

  ・中国ブロック青年部会研修会の引き受け 

   （日 時）8月 10 日（金）14:30～17:00 講演会 18:00～20:00 懇親会 

   （会 場）セントコア山口（山口市湯田温泉） 

   （参加者）中国５県青年部会関係者 74名（山口県関係者 35名） 

  ・テレビＣＭ制作検討ＷＧの設置及びテレビＣＭ案の募集 

 

５ 中核充てん所委員会関係 

  ・第４回中核充てん所稼働訓練の実施（10 月 24日（水）興亜ガス開発(株)岩国工場） 

  ・災害時情報伝達訓練の実施（12月 4日（火）） 

  ・共通バーコードシステムを１中核充てん所が導入（計７中核充填所に拡大） 

  ・衛星携帯電話用固定アンテナの設置（協会事務局） 

  

６ 講習関係 

  ・資格取得講習の実施（丙種化学、第２種販売、設備士第２・第３講習等８講習） 

  ・法廷義務講習の実施（保安係員、業務主任者、設備士再講習等４講習） 

  ・延べ 31日、936名受講 
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一般社団法人山口県ＬＰガス協会表彰規程の一部改正について 

１ 改正理由 

  現在、表彰の種類として、次の５種類がある。 

(1) 特別功労者表彰 

  (2) 液化石油ガス保安功労者表彰 

(3) 液化石油ガス優良事業所表彰 

  (4) 液化石油ガス優良保安責任者表彰 

(5) １０年勤続者表彰 

このうち、(5) １０年勤続者表彰については、達成感の低さ等から、その存在意義の

低下が見受けられ、授賞式の出席率も低下している。 

また、受賞者が他の事業所に移った場合、再度受賞することもあり、公平感に欠ける

事例も生じる。 

これに対応するため、勤続期間を変更することも考えられるが、他の表彰（保安功労

者、優良保安責任者）の在職期間等が１０年とされていることと整合が図りにくくなる

おそれがある。 

これらのことから、１０年勤続者表彰について表彰の整理を図りたい。 

 

２ 改正の概要（Ｐ７～８【参考】参照） 

  規程による表彰のうち、１０年勤続者表彰を廃止する。 

   

３ 改正案 
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３ 施行期日 

  この規程は、３月１９日（理事会で承認された日）から施行する。 

改正案 現 行 

 （表彰の種類及び基準） 

第２条 協会が行う表彰の種類及び基準

は、次のとおりとする。 

  (1) 特別功労者表彰 

      永年にわたり協会の発展と運営に

顕著な功績があると認められる者 

  (2) 液化石油ガス保安功労者 

      協会及び液化石油ガス事業所にお

ける在職年数がそれぞれ１０年以

上、かつ、年齢５０歳以上の者であ

って、協会及び自己の所属する液化

石油ガス事業所における液化石油ガ

スの保安活動に顕著な功績があると

認められる者 

  (3) 液化石油ガス優良事業所表彰 

      協会の会員事業所であって、液化

石油ガス事業所として１０年以上の

実績があり、かつ、過去５年以内に

液化石油ガスによる災害事故がな

く、液化石油ガスの保安管理体制が

優良と認められる事業所 

 (4) 液化石油ガス優良保安責任者表彰 

      協会の会員事業所において、現に

液化石油ガス保安責任者（高圧ガス

保安法、液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律で定

める法定責任者及びその代理者をい

う。） として選任されている年齢３

５歳以上の者であって、液化石油ガ

ス保安責任者としての経験年数が１

０年以上あり、かつ、常に積極的な

熱意をもってその業務を遂行し、保

安の確保に努めていると認められる

者 

  

 

（表彰の種類及び基準） 

第２条 協会が行う表彰の種類及び基準

は、次のとおりとする。 

  (1) 特別功労者表彰 

      永年にわたり協会の発展と運営に

顕著な功績があると認められる者 

  (2) 液化石油ガス保安功労者 

      協会及び液化石油ガス事業所にお

ける在職年数がそれぞれ１０年以

上、かつ、年齢５０歳以上の者であ

って、協会及び自己の所属する液化

石油ガス事業所における液化石油ガ

スの保安活動に顕著な功績があると

認められる者 

  (3) 液化石油ガス優良事業所表彰 

      協会の会員事業所であって、液化

石油ガス事業所として１０年以上の

実績があり、かつ、過去５年以内に

液化石油ガスによる災害事故がな

く、液化石油ガスの保安管理体制が

優良と認められる事業所 

 (4) 液化石油ガス優良保安責任者表彰 

      協会の会員事業所において、現に

液化石油ガス保安責任者（高圧ガス

保安法、液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律で定

める法定責任者及びその代理者をい

う。）として選任されている年齢３

５歳以上の者であって、液化石油ガ

ス保安責任者としての経験年数が１

０年以上あり、かつ、常に積極的な

熱意をもってその業務を遂行し、保

安の確保に努めていると認められる

者 

 (5) １０年勤続者表彰 

      会員事業所において１０年勤続し

た者 
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災害時における応急生活物資の供給取扱規程の一部改正 
 

１ 改正の理由 

① 平成 30 年 4月 19日付けの「災害時における応急生活物資の供給取扱規程」の全部改正に 

伴い、旧規定に基づく備蓄品は県内外の災害現場へ無償で提供する他、新たに防災訓練等の 

協会事業にも活用するとされ、具体的な取扱いについては保安委員会において協議すること 

になっていた。 

② 12月 11日（火）に開催した第２回保安委員会において備蓄品の具体的な取扱いについて 

協議し、今後、次のとおり変更することになった。 

 （備蓄品の今後の取扱い） 

〇保安上の観点から、カセットコンロは 10 年を目安に買い換えの検討を、カセットボンベ 

は約 7 年以内を目安に使い切ることとされている。 

〇備蓄品のうち、最も古いものは 20年以上、その後に買い足したものでもすでに 13年が 

経過しており、特にカセットボンベについては、早急に対応する必要があることから、 

今後 3 年程度を目途に使い切ることとする。（廃棄処分することになった場合、相応の 

手間と費用を要する。） 

  ○この対応に当たっては、備蓄品がこのような状況であることから、LP ガス機器の安全な 

取扱いについて知見を有する販売店に任せる。（一般消費者までは行き渡らないように） 

  ○また、使い切る方法についても、各支部（販売店）に任せる。 

 

２ 改正案                        （傍線部分は改正部分）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施行期日 

  この規程は、平成３１年３月１９日（理事会で承認された日）から施行する。 

 

 

改正案 現 行 

附 則 

１ 略 

２ 改正前の規程により備蓄され、この

規程の施行の際、現に中核充てん所そ

の他の事業所に保管されているカセッ

トコンロ、カセットボンベ等は、協会

内で適切に処分する。  

附 則 

１ 略 

２ 改正前の規程により備蓄され、この

規程の施行の際、現に中核充てん所そ

の他の事業所に保管されているカセッ

トコンロ、カセットボンベ等は、県内

外の災害現場へ無償で提供するほか、

防災訓練等の協会事業にも活用する。 

  この場合において、県外の災害現場

へ提供する場合は、当該地域のＬＰガ

ス協会を通じて行う。 
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「ＬＰガス快適生活向上運動“もっと安全さらに安心”」 

平成３０年度重点推進事項の取組結果 
 

（重点推進事項１）販売事業者に起因する事故防止対策 
① 定期点検・調査の確実な実施 
○リーフレットの作製・配布（継続） 

② 供給機器の期限管理の徹底（国保安対策指針） 

○販売事業所保安講習会及び地域保安指導講習会（保安業務）の開催  

③ 業務主任者等の法定（再）講習の確実な受講 

○県消防保安課のご協力のもと、受講対象者の把握及び通知 

今年度から、県からの業務主任者選任一覧表により再講習申請者をチェックし、再講習の 

未受講の可能性のある業務主任者が所属する事業所へ連絡（29 事業所）の上、該当事業所

へ再講習受講案内を送付。（11事業所） 

 

（重点推進事項２）他工事による事故防止 
① 他工事への積極的な立ち合い 

○販売店から工事施工業者へ配布するリーフレット素材の作成 

② 共同住宅の管理者への協力要請（月間） 

○リーフレットの作製・配布（継続） 

○販売事業所保安講習会における周知徹底  

 
（重点推進事項３）ＣＯ中毒事故の防止（月間） 
① 業務用施設等の使用者、所有者に対するＣＯ警報器及び業務用換気警報器の設置促進のため

の広報等 

○業務用保安ガイドを、販売店を通じて一般消費者へ配布 

② 不完全燃焼防止装置（不燃防）のない家庭用燃焼器の取替促進 

○消費者保安啓発用リーフレット「お宅の湯沸器はお元気ですか？」を、販売店を通じ一般消

費者へ配布 

  
（重点推進事項４）災害対策 
① ガス放出防止型高圧ホースの普及促進 

○県消防保安課から建築指導課及び住宅課へ、県営住宅における利用促進について要請。 

（平成 31年度から、県営住宅における当該ホースの使用と容器の鎖の二重掛けが決定） 

② 災害時の支援体制及び連絡体制の整備 

 ○支援活動のあり方や資機材の整備、連絡体制や周辺支部からの応援体制、防災訓練による 

支援方法の習熟、備蓄品の活用方法等について検討（保安委員会） 

○地域保安指導講習会（ＬＰガス災害対策）の開催（当協会における防災体制の整備状況に 

ついて整理し、支部の体制整備を要請） 

③ ＬＰガス充填所等における容器流出防止対策の推進（新たな対策） 

○西日本豪雨災害に伴う日団協の容器流出防止措置指針の改定内容について周知。 

○製造事業所保安講習会において、指針改定のポイントについて説明するとともに、 

ハザードマップで事業所の想定浸水高さ等を確認し、必要な対策を講じるよう要請。 
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参考 
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〇平成 31 年度インターネット活用計画 
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平成３０年液化石油ガス関係事故の発生状況 
〇液化石油ガス法関係  

平成 30年は液化石油ガス法関係事故が６件と、過去１０年間で最も多くなっている。 

・他工事業者によるガス管損傷に伴う漏えい３件 

・販売事業者の施工不良による漏えい爆発１件 

・一般消費者に起因する事故２件 
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〇高圧ガス保安法関係  

平成 30年は、ＬＰガス製造事業所で２件の事故が発生した。県内では、平成 28年に 

ＬＰガス製造事業所の事故が 2件発生しており、それ以来の事故となる。 
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ＬＰガス料金透明化への対応について 

      平成２９年 

      ２月２２日   省令改正、指針等制定（経済産業省（エネ庁）） 

      ３月 ７日   省令改正、指針等説明会（経済産業省（エネ庁）） 

      ３月１６日   中国ブロックＬＰガス協会研修会（料金透明化） 

      ４月１０日   料金透明化関係会長通知 

                ※省令・通達・指針、１４条書面ひな型等をまとめて全会員に配布 

      ４月２１日   理事会：会長通知、１４条書面改正等について説明 

      ５月 ９日   経営改善委員会委員意見取りまとめ：１４条書面の改正案承認 

      ５月１１日   保安委員会：検討の結果、１４条書面の改正案承認（別添資料） 

      ５月１１日   料金透明化関係協会通知 

               ※１４条書面、請求書等の対応すべき６項目について、改正概要、必要 

                  な対応、対象、時期、注意点等について説明 

                 併せて協会の１４条書面、請求書（配達伝票）の改訂対応について 

                 説明 

      ５月２５日   料金透明化講演会 

               ※「ＬＰガス料金透明化への対応について（ＬＰガス販売指針と液石法 

                省令等の改正）」全Ｌ協内藤専務 

                「ＬＰガス料金透明化に関する県の対応等について」県消防保安課  

                 村田産業保安班長 

      ６月 １日   改正省令等施行  

     １０月１１日   法令講習会 

               ※県から省令改正等に関して説明 

     １２月１２日   保安委員会：１４条書面の改正に関する検討 

               ※５月改正時の３つの改正点以外の課題についての検討 

     １２月２７日   液石省令等改正関係Q&Aの改正通知 

 

    平成３０年 

      ２月１４日   保安委員会：１４条書面の改正に関する検討 

               ※新旧対照表等の検討（次回は最終案審議の予定） 

      ２月２７日   適正化指針（ガイドライン）改訂の通知 

 

５月 ７日   流通経営委員会委員意見取りまとめ：１４条書面の改正案承認 

      ５月１０日   保安委員会：検討の結果、１４条書面の改正案承認→印刷・配付 

１０月１１日   法令講習会（山口県セミナーパーク） 会員約300人出席 

       ～１２日   ※保安委員会員から協会作成１４条書面の内容について説明 

※県から省令改正等に関して説明（講習の一部（20分程度）） 

  

各年度（通年）    現地保安指導（県消防保安課） 

※その他       会合（支部総会等）での説明、会員からの電話による相談への対応等 
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※消防保安課資料（地域保安指導事業講習会資料から） 
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２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年 平均

1,639 1,242 1,131 955 914 1,176

  

494 380 350 352 267 369

51 42 35 37 35 40

④ＬＰガスから電気への転換合計   

①＋②＋③ 2,184 1,664 1,516 1,344 1,216 1,585

724 880 1,074 870 538 817

14 13 7 5 13 10

  

2,922 2,557 2,597 2,219 1,767 2,412

転換割合 転換数④÷消費者戸数(10) 0.60 0.46 0.47 0.42 0.38 0.47

（％）  　　 転換数 ４÷消費者戸数(10) 0.81 0.71 0.80 0.69 0.55 0.71

５①オール電化（コンロ、給湯とも

電気）から、全てＬＰガスへの転換 28 13 34 47 36 32

②ＩＨクッキングヒーター⇒ 　 　

　　 　　ＬＰガスコンロのみの転換 29 21 22 15 22 22

③電気温水器・エコキュート⇒

 　　　　ＬＰガス給湯器だけの転換 126 136 180 160 185 157

④電気からＬＰガスへの転換 　 　

　    　　①＋②＋③ 183 170 236 222 243 211

167 312 323 178 324 261

1,216 1,180 1,293 1,254 1,217 1,232

1,566 1,662 1,852 1,654 1,784 1,704

-1356 -895 -745 -565 17 -708.8

差引転換割合（％）

       転換数(９)÷消費者戸数(10) -0.37 -0.25 -0.23 -0.18 0.01 -0.21

362,857 358,233 325,463 321,156 316,610 336,864

※　( )はガス販売店の電化件数

10 消費者戸数（推計含む）

３ ＬＰガスから石油給湯器への転換

４ 計（１④＋２＋３）

６都市ガスからＬＰガスへの転換

７石油給湯からＬＰガス給湯への転換

８ 計（5④＋6＋7）

９ ８－４＝差引転換数

家庭用エネルギー転換調査（過去５年間の推移)
単位：件

２ ＬＰガスから都市ガスへの転換

１①ＬＰガスからオール 電化　（コン
ロ、給湯とも電気）への転換

②ＬＰガスコンロ⇒ＩＨクッキングヒーターのみ
の転換

③ＬＰガス給湯器⇒電気温水器・エコキュー
トのみの転換
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岩国 大島 柳井 光 下松 徳山 都濃 防府 山口
徳地

128 21 52 61 35 26 22 42 80
140 5 54 57 48 7 34 78 52
71 11 32 12 15 20 7 16 14
31 11 45 16 7 13 7 20 9
7 1 2 0 0 0 1 1 3
5 2 1 0 3 4 2 0 3

④ＬＰガスから電気への転換合計 206 33 86 73 50 46 30 59 97
①＋②＋③ 176 18 100 73 58 24 43 98 64

1 0 0 84 68 41 7 51 299
1 0 0 6 20 86 0 39 168
0 0 0 1 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 33 86 158 118 89 37 110 396
177 18 100 79 78 110 43 137 232

転換割合 転換数④÷消費者戸数(10) 0.443 0.452 0.44 1.049 0.69 0.901 0.61 0.502 1.463

（％）  　　 転換数 ４÷消費者戸数(10) 0.393 0.257 0.51 0.531 0.484 1.138 0.708 0.636 0.864
５①オール電化（コンロ、給湯とも 4 0 0 1 2 1 0 5 26
電気）から、全てＬＰガスへの転換 0 0 1 1 3 0 0 8 3
②ＩＨクッキングヒーター⇒ 2 0 2 0 0 0 0 0 1
　　 　　ＬＰガスコンロのみの転換 2 0 2 0 2 0 0 1 5
③電気温水器・エコキュート⇒ 52 2 12 0 1 9 4 15 9
 　　　　ＬＰガス給湯器だけの転換 21 3 32 5 11 18 1 17 15
④電気からＬＰガスへの転換 58 2 14 1 3 10 4 20 36
　    　　①＋②＋③ 23 3 35 6 16 18 1 26 23

3 0 3 20 6 19 0 14 48
1 0 1 45 4 11 1 95 9

199 15 135 47 45 142 18 77 58
149 20 108 42 69 60 19 163 43

260 17 152 68 54 171 22 111 142
173 23 144 93 89 89 21 284 75

53 -16 66 -90 -64 82 -15 1 -254
-4 5 44 14 11 -21 -22 147 -157

差引転換割合（％） 0.11 -0.22 0.34 -0.60 -0.37 0.83 -0.25 0.00 -0.94
       転換数(９)÷消費者戸数(10) -0.01 0.07 0.22 0.09 0.07 -0.22 -0.36 0.68 -0.58

46,683 7,302 19,538 15,061 17,178 9,879 6,066 21,919 27,062

45,045 7,008 19,623 14,867 16,127 9,667 6,075 21,526 26,857

33 13 17 17 13 9 11 16 20
31 14 22 16 10 9 11 16 20
41 13 23 17 13 9 11 18 20
39 14 22 16 12 9 11 18 20

※　上段：平成２９年　下段：平成３０年

３ ＬＰガスから石油給湯器への転換

４ 計（１④＋２＋３）

６都市ガスからＬＰガスへの転換

７石油給湯からＬＰガス給湯への転換

８ 計（5④＋6＋7）

９ ８－４＝差引転換数

10 消費者戸数（推計含む）

 調査票提出会員数

支 部 会 員 数

２ ＬＰガスから都市ガスへの転換

家庭用エネルギー転換調査（平成２９年・３０年比較）
単位：件

１①ＬＰガスからオール 電化　（コン
ロ、給湯とも電気）への転換

②ＬＰガスコンロ⇒ＩＨクッキングヒーター
のみの転換
③ＬＰガス給湯器⇒電気温水器・エコ
キュートのみの転換
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吉敷 宇部 厚狭 下関 豊浦 美祢 長門 萩 計
小野田 西

45 172 30 89 9 39 41 63 955

20 205 30 89 0 22 25 48 914

6 71 3 22 3 6 22 21 352

6 22 5 33 4 6 14 18 267

1 8 0 11 0 0 2 0 37

0 5 2 2 0 0 2 4 35

④ＬＰガスから電気への転換合計 52 251 33 122 12 45 65 84 1344
①＋②＋③ 26 232 37 124 4 28 41 70 1,216

22 195 0 102 0 0 0 0 870

45 61 0 112 0 0 0 0 538

0 2 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 1 1 0 0 11 13

74 448 33 224 12 45 65 84 2,219

71 293 37 237 5 28 41 81 1,767

転換割合 （％） 0.41 0.91 0.53 0.64 0.32 0.66 0.54 0.43 0.69

 　　 転換数 （４）÷消費者戸数(10) 0.353 0.614 0.61 0.635 0.23 0.438 0.343 0.45 0.558
５①オール電化（コンロ、給湯とも 1 2 0 5 0 0 0 0 47

電気）から、全てＬＰガスへの転換 0 3 0 11 0 0 0 6 36

②ＩＨクッキングヒーター⇒ 0 5 0 2 1 0 1 1 15

　　 　　ＬＰガスコンロのみの転換 1 1 1 3 0 2 2 0 22

③電気温水器・エコキュート⇒ 4 23 4 14 0 1 0 10 160

 　　　　ＬＰガス給湯器だけの転換 2 27 2 13 0 5 5 8 185

④電気からＬＰガスへの転換 5 30 4 21 1 1 1 11 222

　    　　①＋②＋③ 3 31 3 27 0 7 7 14 243

1 25 0 39 0 0 0 0 178

1 27 1 128 0 0 0 0 324

27 161 31 206 4 11 12 66 1,254

19 202 22 218 3 8 33 39 1,217

33 216 35 266 5 12 13 77 1,654

23 260 26 373 3 15 40 53 1,784

-41 -232 2 42 -7 -33 -52 -7 -565

-48 -33 -11 136 -2 -13 -1 -28 17

差引転換割合（％） -0.23 -0.47 0.03 0.12 -0.19 -0.48 -0.43 -0.04 -0.18
       転換数(９)÷消費者戸数(10) -0.24 -0.07 -0.18 0.36 -0.09 -0.20 -0.01 -0.15 0.01

17,908 48,980 6,257 35,154 3,762 6,849 12,097 19,461 321,156

20,094 47,683 6,068 37,323 2,174 6,397 11,968 18,108 316,610

14 26 10 36 6 15 15 22 293

14 26 10 36 9 15 11 22 292

14 27 10 36 11 16 18 25 322

14 26 10 36 10 15 18 25 315

※　上段：平成２９年　下段：平成３０年

支 部 会 員 数

②ＬＰガスコンロ⇒ＩＨクッキングヒーター
のみの転換
③ＬＰガス給湯器⇒電気温水器・エコ
キュートのみの転換

２ ＬＰガスから都市ガスへの転換

３ ＬＰガスから石油給湯器への転換

４ 計（１④＋２＋３）

６都市ガスからＬＰガスへの転換

７石油給湯からＬＰガス給湯への転換

８ 計（5④＋6＋7）

９ ８－４＝差引転換数

10 消費者戸数（推計含む）

 調査票提出会員数

１①ＬＰガスからオール 電化　（コン
ロ、給湯とも電気）への転換

家庭用エネルギー転換調査（平成２９年・３０年比較）
単位：件
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参　考

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 合計

岩　国 1,490 1,945 1,468 2,240 3,037 10,180

柳　井 503 741 1,231 2,372 2,039 6,886

大　島 0 0 0 799 671 1,470

小　計 1,993 2,686 2,699 5,411 5,747 18,536

光 329 339 577 651 1,249 3,145

下　松 285 634 897 1,144 1,742 4,702

徳　山 418 984 908 1,118 1,044 4,472

都　濃 239 613 870 1,455 1,134 4,311

小　計 1,271 2,570 3,252 4,368 5,169 16,630

防府徳地 422 1,032 1,200 1,521 1,357 5,532

山　口 1,707 2,168 2,870 3,005 3,245 12,995

吉　敷 42 43 380 681 524 1,670

小　計 2,171 3,243 4,450 5,207 5,126 20,197

宇部小野田 2,350 1,845 2,859 3,592 3,840 14,486

厚　狭 81 64 236 247 602 1,230

美　祢 8 0 0 0 372 380

小　計 2,439 1,909 3,095 3,839 4,814 16,096

下　関 337 591 1,030 1,778 1,821 5,557

豊浦西 72 139 226 97 280 814

小　計 409 730 1,256 1,875 2,101 6,371

長　門 12 0 929 1,919 812 3,672

萩 610 690 1,645 2,065 1,565 6,575

小　計 622 690 2,574 3,984 2,377 10,247

8,905 11,828 17,326 24,684 25,334 88,077

1,068,600 1,419,360 2,079,120 2,962,080 2,796,940 10,569,240

※平成30年度の第３四半期から、１台あたりの単価が１２０円→１００円に変更

使用期限切れガスメーターの回収実績（過去5年間）

第４

第５

第６

合　計

回収台数（台）

回収金額（円）

ブロック 支部名

第１

第２

第３

0

50

100

150

200

250

300

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

回収金額（万円）
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丙種化学（液石）試験　【試験科目：法令、保安管理技術、学識】

出願者数（人） 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％）

61 56 4 7.1

3,229 2,693 245 9.1

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

24 24 24 100.0

1,159 1,147 1,102 96.1

85 80 28 35.0

4,388 3,840 1,347 35.1

第二種販売試験　【試験科目：法令（高圧法・液石法）、保安管理技術】

出願者数（人） 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％）

50 44 13 29.5

5,079 4,566 1,599 35.0

0 0 0 0.0

54 47 19 40.4

3 3 1 33.3

420 393 186 47.3

0 0 0 0.0

5 5 2 40.0

53 52 44 84.6

2,764 2,726 2,422 88.8

2 2 2 100.0

214 211 195 92.4

3 3 3 100.0

337 333 301 90.4

2 2 2 100.0

215 215 215 100.0

113 106 65 61.3

9,088 8,496 4,939 58.1

37 35 26 74.3

1,583 1,426 695 48.7

26 25 22 88.0

695 686 493 71.9

4 4 3 75.0

116 110 85 77.3

30 29 25 86.2

811 796 578 72.6
※　前年度筆記試験合格者のうち、技能試験を再受験する者であり、筆記試験は免除される。

（上段：山口県、下段：全国）

筆 記 試 験

技
能
試
験

筆 記 試 験 合 格 者

再 受 験 者 ※

計

試　験　区　分 出願者数（人） 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％）

液 石 法 及 び

保 安 管 理 技 術 免 除

全 科 目 免 除

計

液化石油ガス設備士試験　【筆記試験（試験科目：法令、配管理論等）、技能試験】

液 石 法 免 除

高 圧 法 ・ 液 石 法 免 除

保 安 管 理 技 術 免 除

高 圧 法 及 び

保 安 管 理 技 術 免 除

学 識 免 除

計

科　目　区　分

全 科 目 受 験

高 圧 法 免 除

平成３０年度　国家試験合格状況　

科　目　区　分

全 科 目 受 験

保 安 管 理 技 術 免 除

保 安 管 理 技 術 及 び
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定員

（人）

6/14(金)、6/19(水)、6/21(金)  9:00～17:00 山口県セミナーパーク(山口) 87 書5/7～5/17 18,900円 注1

検定      6/28(金)  9:00～13:00 電5/7～5/19 (e)  18,400円 注5

6/24(月)～6/26(水)  9:00～17:00 山口県セミナーパーク 80 書5/7～5/17 13,000円

検定      7/ 5(金)  9:30～11:00 電5/7～5/19 (e)  12,500円

2/12(水)～2/14(金)  9:00～17:00 山口県セミナーパーク 45 書11/18～11/29 13,000円

検定      3/ 6(金)  9:30～11:00 電11/18～12/1 (e)  12,500円

4/23(火)～4/25(木)  9:00～17:00 山口県セミナーパーク 80 4/8 12,300円 注4

筆記　    5/17(金)  9:00～11:50

技能      6/29(土) 1時間 ポリテクセンター山口(山口) 該当者に通知 14,300円

9/12(木)～9/13(金)  9～17(16) 山口県セミナーパーク 50 8/28 12,000円

検定      9/13(金) 16:00～17:00

5/10(金)  9:00～16:00 山口県セミナーパーク 55 4/18 6,500円

検定   　 5/10(金) 16:00～17:00

6/24(月)～6/26(水)  9:00～17:00 山口県セミナーパーク 7 6/7 13,000円

検定      7/ 5(金)  9:30～11:00

2/12(水)～2/14(金)  9:00～17:00 山口県セミナーパーク 12 1/28 13,000円

検定      3/ 6(金)  9:30～11:00

7/24(水)～7/25(木)  9:00～17:00 山口県セミナーパーク 55 7/2 (全) 13,500円 注2

検定      7/25(木) 17:00～18:30 (免) 10,200円

実習     9月(予定) 6時間 広島県で予定 該当者に通知 24,600円

 5/20(月)  9:00～17:00 山口県セミナーパーク 140 5/7 4,700円

 8/ 6(火)  9:00～17:00 山口県産業技術センター 90 7/23 4,700円

（宇部）

 8/29(木)  9:00～17:00 (公財)周南地域地場産業 100 8/19 4,700円

振興センター（周南）

 9/ 3(火)  9:00～17:00 (公財)周南地域地場産業 100 8/20 4,700円

振興センター

12/ 3(火)  9:00～17:00 山口県セミナーパーク 140 11/19 4,700円

 5/30(木)  9:00～17:00 山口県セミナーパーク 80 5/16 4,500円

11/20(水)  9:00～17:00 山口県セミナーパーク 140 11/6 4,500円

7/11(木)～7/12(金)  9:00～17:00 山口県セミナーパーク 55 書5/7～5/17 10,100円

電5/7～5/19 (e)   9,600円

10/ 2(水) 9:00～17:00 山口県セミナーパーク 55 9/17 7,200円

座学  　  9/ 9(月)  9:00～12:30 ポリテクセンター山口 20 8/13 (全) 30,900円 注2

実習      9/10(火)  8:30～17:00 (免) 26,800円 注3

実習      9/11(水)  8:30～17:00 ポリテクセンター山口 20 (免) 26,800円 注4

注5

座学　9/24(火)予定 10:00～12:30 ポリテクセンター山口 36 9/2予定 (全) 12,600円 （隔年実施）

実習　9/24(火)予定 13:00～16:00 (免) 10,700円 注2、注4、注5

　【注意事項】

注1　全国統一受付講習のお申込みにインターネット申込をご利用されると、受講料が500円安くなります。（受講料欄の(e)のついている金額です。）

注2　講習の一部免除を申請することができます。（受講料欄の(全)は全科目受講者、(免)は一部免除者の金額です。）

注3　受講希望者が20名を超えた場合のみ、2回目の講習を実施します。

注4　ポリテクセンター山口は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山口支部山口職業能力開発促進センターの愛称です。

注5　受講料が課税されている講習です。それら以外の講習の受講料は非課税です。

注6　申込締切日欄の書は全国統一受付の書面申込期間、電はインターネット申込期間です。締切後に余席があった場合は教育事務所が追加受付をします。

●　次回のポリエチレン管エレクトロ・フュージョン（ＰＥ管ＥＦ）講習は2021年度実施予定です。（隔年実施）

◆平成３１年度　講習計画表

高圧ガス保安協会　山口県液化石油ガス教育事務所

講習の名称 講習・検定期日 時　間 講習・検定会場 申込締切日 受講料 備　考

法
定
資
格
取
得
講
習

丙種化学液石講習

第二種販売
講習

6月
業務主任者
の代理者
講習と同時
開催
注1  注52月

液化石油ガス設備士
第２・第３講習

保安業務員講習

調査員講習

業務主任者の
代理者講習

6月
第二種販売
講習と同時
開催

2月

充てん作業者講習

液化石油ガス
設備士再講習

5月
講習終了後
に修了調査

8月

9月

12月

国家試験は、平成31年11月10日（日）に山口県セミナーパークで実施される予定です。

充てん作業者再
講習

講習終了後
に修了調査

資
格
取
得
講
習

配管用ﾌﾚｷ管
講習

1回目

2回目

ポリエチレン管
ｴﾚｸﾄﾛ・ﾌｭｰｼﾞｮﾝ講習

法
定
義
務
講
習

高圧ガス製造保安
係員(LPｶﾞｽ）講習

講習終了後
に修了調査
注1

業務主任者
講習

5月
講習終了後
に修了調査

11月
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消費税軽減税率制度説明会の開催について 

 

山ＬＰ協第 ２０ 号  

                            平成３１年４月 日 

 

 会 員 各 位 

 

                                          （一社）山口県ＬＰガス協会 

                          会 長  服 部 典 之 

 

   消費税軽減税率制度説明会の開催について（ご案内） 

 平素は、協会の事業の推進にご理解、ご協力をいただき、お礼を申し上げます。 

 さて、本年１０月１日から、消費税率の引上げと併せて軽減税率制度が実施されることに

伴い、軽減税率制度の円滑な実施に向けた取組が推進されているところです。 

 軽減税率制度は、飲食料晶等を取り扱う事業者だけでなく、例えば来客用にお茶を購人し

たり、新聞を購読したりする事業者は、軽減税率が適用される仕入を他の原材料などの仕人

と区分して管理・記帳する対応が必要となるなど、消費税の納税義務のない免税事業者を合

めてほとんどどの事業者の方に関係することとなり、事業者の皆様は円滑に準備を進めてい

く必要があります。 

このため、協会としては、会員の皆様に、地域で開催される説明会に担当者等を出席させ

ていただき、そのような機会がない場合等に、協会の主催する説明会に担当者等の出席をさ

せていただくようお願いしたところです。 

 これを受けて、本年５月に予定される総会終了後に会員の皆様方の消費税軽減税率制度へ

の対応の一助とするため下記のとおり説明会を開催しますので、説明会参加の機会のなかっ

た会員の皆様等のご参加をいただくようお願いします。 

 なお、準備の都合もありますので、ご出欠について４月２４日（水）までに別紙により事

務局にお知らせいただきますようお願いします。（メール、ＦＡＸ可） 

                                  記 

１ 日時 平成３１年５月２７日（月）１５：００～１６：００（総会終了後） 

 

２ 場所 山口県セミナーパーク「講堂」         

       山口市秋穂二島１０６２（TEL 083－987－1410) 

 

３  テーマ（仮題）  

  消費税率の引上げと軽減税率制度について 

 

４ 講 師  

  税務（消費税）担当職員 
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別 紙 

 

消費税率軽減税率制度説明会出席者名簿 

                

                                日時 平成 31年 5月 27日(月) 15:00～ 

                                 場所 山口県セミナーパーク「講堂」 

 

 

    事業所名               

 

      

  

氏     名 

 

備考（部署・職名等） 

 

  １ 

  

 

  ２ 

  

 

  ３ 

  

 

  ４ 

  

 

  ５ 

  

          

      

        ＊申込締切 平成３１年４月２４日（水） 

 

        e-mail yamalpgasu@mx52.tiki.ne.jp 

           ＦＡＸ 083－923－8366 
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全Ｌ協事業３０第１８９号 

平成３１年３月１３日 
 

都道府県協会 御中 
 

（一社）全国ＬＰガス協会 

 

２０１９年度需要開発推進運動ワンランクアップキャンペーンについて 

                           （お知らせ） 

 

去る２月２６日開催の需要開発委員会において、平成２９年度から実施している標記「ワ

ンランクアップキャンペーン」について検討した結果、来年度も継続することとなりました

ので取り急ぎお知らせいたします。 

来年度は「２０１９年度全国ＬＰガスワンランクアップキャンペーン～ガス燃焼機器取替

え促進運動～（案）」と題して、ＬＰガス販売店から対象商品に取替え購入されたお客様に

プレゼントを行うこととしております。 

つきましては、「本キャンペーンへの参加」について、貴協会の２０１９年度事業計画に

組み込んでいただき、需要開発を推進いただきますようお願いいたします。 

記 

名  称：２０１９年度全国ＬＰガスワンランクアップキャンペーン 

～ガス燃焼機器取替え促進運動～（案） 
 

期  間：２０１９年７月 1日～１２月３１日（６ヶ月間） 

 

対象商品：Ｓｉセンサーコンロ、エコジョーズ、ハイブリット給湯器、ガスファンヒーター、

床暖房、ガス衣類乾燥機、エネファーム 
 

賞  品：アマゾンギフト券等の贈呈を検討中 

 

※キャンペーンの詳細については、４月に発表できるよう現在検討しております。 

 

以 上 

（発信手段：Ｅメール） 

（担当：事業推進部 飛鳥井、岩田） 
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その他(総会の日程) 

 

     １ 日時 平成３１年５月２７日（月） １３:３０～   

 

     ２  場所  山口県セミナーパーク 

 

        ※４月中旬に案内を、５月上旬に資料を発送する予定 

 

    ※終了後、消費税率軽減税率制度説明会を開催 

 

 


